


えする目的で平成２２年度よりメールマガジンを発行することになりました。こころの健康センター

（精神保健福祉センター）や精神保健福祉をより身近に感じて頂けたらと思っております。 

 このメールマガジンは、半分私の思いつき（＋センター職員の皆さんのご協力）、半分関係機関

の皆様のご意見・ご要望、をもとに発行することになりました。皆様のご意見・御要望というのは、

ヘルシーピープルみえ 21（詳しくは http://www.pref.mie.jp/kenkot/hp/hpm21/をご参照下さい）の

中で毎年県内の各保健福祉事務所から当センターを評価をして頂いてますが、「こころの健康づく

りの先進事例や最新の動向の提供が十分なされていない」、という意見が多かったことで当センタ

ーの広報啓発機能をより充実させる必要性を感じたことによります。 

内容や頻度、配布方法につきましては、センター内で協議をした結果、予算もないことからメー

ルを利用し、内容につきましてはセンターの業務・研修のお知らせ、研修内容の報告や多くの方

に知って頂きたいことを中心に、A4 版で数ページ程度、頻度は（担当の樋口さん他）スタッフの負

担増加につながらず、かつ忘れられない範囲の季刊（年 4 回）程度、ということになりました。当所

は第１号が 4 月中発行の予定でしたが、言い出した私の入稿遅れのため 5 月となっております。 

今号は初回ですので、私からは平成 21 年度のこころの健康センターのミッション（あるべき姿）

とビジョン、業務の概要をお伝えしようと思います。ちなみに、ミッションやビジョンという言葉は三

重県職員以外の方には耳慣れないかもしれません（私も昨年初めて聞きました）が、各管理職は

毎年率先実行取組を作成し、所属・職員の業務目標を明確化することになっています。また、21

年度と謳っているのは、平成 22 年度の健康福祉部の部長・局長・理事の率先実行取組が決まり

次第、私たちの分を作成することになっているからです。 

 

ミッション 

1. 三重県内に、こころに関する情報を幅広く提供します。  

2. 三重県内で、こころの問題の専門職の資質向上に貢献します。  

3. 三重県内で、こころに関する複雑または困難な事例についての相談・指導を

通じ、県内関連機関職員と協働し、支援します。  

1、2、3 を通じ、三重県内の皆様のこころの健康に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジョン 

1. 皆様に信頼されるセンターをめざします 

2. こころの健康文化を育むセンターをめざします。 

3. 県民のみなさま、関連機関のみなさま、こころの問題の専門職のみなさまに

満足していただけるよう、活動を続けます。 

4. 幅広く質の高いこころの情報を提供します。 

5. 職員が、やりがい・誇りを感じる職場をめざし、センターの価値の向上をめざ

します。 





 

 
5. 企画・情報部門 

その時々の精神保健福祉の課題に対して、取り組むための情報提供、事業を企画するための提

案を行います。こころの健康の増進から精神障害者の地域生活支援に至る、非常に幅の広い対

応が求められています。 

 

 

6. 審査部門 

①精神医療審査会に関する業務、②精神保健福祉手帳の交付事務、③自立支援医療費（精神

通院）支給認定の判定事務、の 3 つからなっています。①では、自分の意志ではない入院（医療

保護、措置入院）の方の人権を担保するための入院・定期病状の書類審査の事務（年間 3,500

件）や退院・処遇改善請求の審査を行うための事務をしています。②は年間約 4,000 件の交付、

③は約 20,000 件の判定を行っています。 

当センターのホームページには、精神保健福祉手帳の市町での優遇措置や診断書様式が、自立

支援医療（通院精神）の申請書、診断書兼意見書などの様式が載っておりダウンロードできます。

ぜひご活用下さい。 

 

 
7. 社会復帰援助部門 

家族会、断酒会、当事者会、ボランティア団体などの組織の活動への協力や、精神科病院に長期

入院している方の地域移行支援事業への参加も行っています。三重県は平成22年2月に三重県

精神障がい者地域移行支援事業ハンドブックを作成しました。 

http://www.pref.mie.jp/KENKIKA/SOGOH/details/index.asp?cd=2010030178&ctr=navi&key=s047

72 からダウンロードできますので、ご参照・活用下さい。 

 

当センターの業務としては都道府県の精神保健福祉に関する技術的な中枢機関として、県民

への直接サービスよりも地域で精神保健福祉活動を行う機関への技術援助・指導的な役割に重

点が置かれていることをご理解いただけると思います。また、書いてみると、長ったらしくて読みに

くいのですが、センターに必要とされる業務の拡大によるものですので、お許し下さい。これらの業

務は、職員 10 名（定員は 11 名ですが、医師 1 名が不足しています）で行っております。精神保健

福祉には、現在の業務以外にも大切な分野は多数あるのですが、人・時間・予算の枠内で現在の

形となっております。 

 一言付け加えますと、上のミッションで「県内の皆様のこころの健康に貢献します」と書いた「ここ

ろの健康」とは、病気や障がいの有無に関係なく、あえていうと病気や障がいをもったからこそ、よ

り良く、前向きに生き生きと有意義に生活を送るようなあり方を意味します。このような「こころの健

康」を目指すような精神保健福祉活動を推進するために、センターとしても活動をしたいと思って

います。 

 有効かつ有機的、総合的に活動するためには、最終的な対象（三重県では顧客といいます）と







◆編集後記◆ 

 最後までお読みいただき、ありがとうございます。突然のメルマガに驚かれた方もいらっしゃるか

もしれませんが、こころの健康センターでは今年度からこのメルマガを通じてみなさんに様々な情

報をお知らせしていきます。しばしば「こころの医療センター」と間違われてしまう当センター。よく

似た名前がいけないのか、それともこれまで少し控えめ（？）だったのか？ともあれ、まずは皆さん

にセンターについてもっともっと知っていただくお手伝いとしてがんばっていきたいと思います。次

回はセンターのスタッフ紹介を予定していますので、どうぞご期待ください！ 

 このメルマガについてのご意見やご感想などあればお知らせいただけると幸いです。また、当セ

ンターホームページ（http://www.pref.mie.jp/kokoroc/ho/）でも随時情報をお知らせしていますので、そ

ちらもあわせてご覧ください。 

編集担当 技術指導課 樋口 


